
申込の資格

保証の内容

静岡県内に事業所または営業所を有し、信用保険の対象業種を営む法人・個人で、
次のいずれかに該当する方。

（1） 商工団体の会員歴が６か月以上あり、かつ会費の滞納がなく、
その団体の会員であることの確認を受けた中小企業者。

（2） 商工団体の会員ではないが、商工団体の経営指導員等による
経営指導を６か月以上受けていることの確認を受けた中小企業者。

注：商工団体とは、本制度に関する覚書を締結した団体で、商工会議所法、商工会法、または中小企業
等協同組合法に基づき設立された商工会議所、商工会および中小企業団体中央会を言います。

（1）1企業の限度額 １千万円（うち５百万円までは協会無担保限度額８千万円の別枠）

保証期間 １０年以内 返済方法は分割払いです。

（2）法人代表者以外の保証人および担保は、原則不要です。
（要件を満たしている場合等においては、経営者保証を不要とする取扱いが可能です。）

（3）信用保証料率は、一般料率から０．１％引き下げています。
（借入金額に対して年0.35％～年1.80％）

（参考）一般料率
区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 区分7 区分8 区分9

1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

メンバーズ保証
区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 区分7 区分8 区分9

1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35

（令和６年６月発行）

https://www.cgc-shizuoka.or.jp

令和６年６月１日から、保証限度額を【５百万円】⇒【１千万円】に拡大しました！
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「メンバーズ保証」の事務フロー

① 相談

②「会員確認書」または
「経営指導実績確認書」
を発行（④の後でも可）
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⑤ 融資申込

⑧ 融資実行

⑥ 保証申込

⑦ 保証書発行

③ 事前申請（金融機関経由でも可）

④ 回答（金融機関経由でも可）

詳細は総合相談センター
（下記フリーダイヤル）
へご相談ください。

※金融機関および当協会による審査の結果、ご希望に添えない場合があります。


